
４第２６号議案

公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正について

このことについて、公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則を一部改正し

たいので、別添案を添えて請議します。

令和４年１０月１７日提出

教育長 飯 田 靖

説 明

この案を提出するのは、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴い関係

規定を整備する必要があるからである。
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公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正の概要

第１ 改正の概要

  雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、失業者の退職手当の支給期間

に係る特例の要件について定める等 

第２ 改正の理由

１ 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行（ 令和４年３月31日公布、同年７

月１日施行） により、公立学校職員の退職手当に関する条例（ 以下「 条例」 と

いう。）の一部改正（ 令和４年９月定例県議会提出中、公布日施行）を行ってお

り、条例から規則に委任された具体的な取扱いについて規定を定めるため。 

２  退職手当における在職期間の通算について、条例の改正に伴い、具体的な取

扱いを規則に規定するため。  

３  失業者の退職手当の支給手続き等において、性的指向及び性自認の多様性に

配慮するため。 

第３ 改正の内容

  １  基本手当（ 失業等給付） の受給資格者が起業等※した場合に、当該事業の実

施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例が設けられたことに伴い、次

の事項を定める。  

(１ )支給期間に算入しない期間は最大３年とすること 

(２ )特例の対象外とする事業 

(３ )事業の開始時や休止、廃止時の届出の手続き方法等 

  ２  退職手当における在職期間の通算について、条例において、規則に委任され

た要件（ 在職期間に通算する要件等） についての規定を定める。  

  ３  様式内の性別記載欄を廃止する。  

第４ 施行期日

公布日（ 失業者の退職手当に係る規定については、令和４年７月１日から適用） 

【 任命権者が定める取扱い例】

＜通算規定のない自治体から転入する場合＞

事務職員 → 在職期間として通算しない

(参考)

　教育職員の場合は、通算規定のない自治体から転入する場合であっても、在職期間として通算する

（ 現行の取扱いと同じ）

他県職員 本県職員

他県職員 本県職員

※起業等 
事業を開始した場合

事業に専念し始めた場合

事業の準備に専念し始めた場合
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公
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年

月

日

愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長

飯

田

靖

愛
知
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

公
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
愛
知
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
掲
げ
る
者
」
の
下
に
「
（
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
定
め

る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
の
三

の
六
と
し
、
第
五
条
の
三
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
）

第
五
条
の
三
の
二

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業

と
す
る
。

一

そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
そ
の
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
三
十
日
を
経
過
す
る
日

が
、
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
条
第
一
項

を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

の
末
日
後
で
あ
る
も
の

二

そ
の
事
業
に
つ
い
て
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
第
十
六
条
の
十
二
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

げ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
も
の

三

そ
の
事
業
に
よ
り
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
任
命
権
者
が
認

め
た
も
の

（
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第
五
条
の
三
の
三

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員

と
す
る
。

一

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
以
前
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
、
当
該
退

職
の
日
後
に
当
該
事
業
に
専
念
す
る
職
員

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
認
め
た
職
員

（
雇
用
保
険
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
相
当
す
る
場
合
）

第
五
条
の
三
の
四

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
相
当
す

る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
前
条
に
規
定
す
る
職
員
が
任
命
権
者
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
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場
合
と
す
る
。

（
支
給
期
間
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
五
条
の
三
の
五

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
期
間
に
つ
い
て
の
特
例
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事

業
の
実
施
期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が
四
年
か
ら
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
支
給
期
間
の

日
数
を
除
い
た
日
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
る
日
数
を
除
く
。
）
を
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支

給
期
間
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
」
に
、
「
受
給
資
格
証
」

を
「
医
師
の
証
明
書
そ
の
他
の
同
項
に
規
定
す
る
理
由
に
該
当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
及
び
受
給
資
格
証
」
に
、「
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
申
出
は
、
」
を
「
の
申
出
は
、
当
該
申
出
に
係
る
者
が
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
に
規
定
す
る
申
出
」
を
「
の
申
出
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項

中
「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
の
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
の
」
に
、「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
、「
掲
げ
る
」

を
「
定
め
る
」
に
、「
記
載
し
」
を
「
記
載
し
た
上
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」
を
「
そ

の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
」
に
、「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延

長
等
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知

書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
に
規
定
す
る
申
出
」
を
「
の
申
出
」
に
、
「
受
給
期

間
延
長
通
知
書
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に
、「
交
付
す
る
と
と
も
に
、
受
給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を

記
載
し
」
を
「
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
（
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
四
の
二
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を
添
え
な
い
で
さ
れ
た
第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お

い
て
、
任
命
権
者
は
、
受
給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条

第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
に
、
同
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
天
災
そ
の
他
の
申
出
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
給
期
間
の
特
例
の
申
出
）

第
十
六
条
の
六
の
二

第
五
条
の
三
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
に
登
記
事
項
証
明

書
そ
の
他
の
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職

員
又
は
第
五
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び

受
給
資
格
証
を
添
え
て
任
命
権
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
第
十
六
条
の
四
の
二
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
当
該
申
出
に
係
る
者
が
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
当
該

事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
二
か
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災

そ
の
他
申
出
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
が
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
第
五
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き

は
、
そ
の
者
に
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
（
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を
添
え
な
い
で
さ
れ
た
第
一
項
の

申
出
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
受
給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
提
出
を
受
け
た
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
載

し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
の
記
載
内
容
に
重
大
な
変
更
が
あ
つ
た
場
合

交
付
を
受

け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書

二

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
場
合

交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延

長
等
通
知
書
及
び
受
給
資
格
証

６

第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を

第
十
八
条
と
し
、
第
五
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

第
十
七
条

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一

職
員
（
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
き
、
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
が
引
き
続
い
て

第
三
条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
と
な
つ
た
場
合

二

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
が
引
き
続
い
て
第
三
条
第
六
号

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
た
場
合
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様
式
第
十
四
号
中

を

に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
中

を

に
改
め
る
。

「

「

」

「

「

」

退職時の給

料 月 額

（ 予定）

職（   ）    級   号給

調整数（    ）  

円 

性 別

退職時の給

料 月 額

（ 予定）

   職（   ）      級       号給

調整数（      ）  

円 

職 名 性別 男・ 女
生年月日
及び年齢

年  月  日
満  歳

」

」

職 名
生年月日
及び年齢

年   月   日
満   歳



6 

氏 名 性別 男・ 女

氏 名

様
式
第
十
六
号
（ 表）
中

を

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
中

もとの任命権者

を

任命権者

に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
号
及
び
様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様式第18号（ 第16条の６、第16条の６の２関係）

受 給期間延 長等申 請書

① 申 請 者

氏 名
受給資格
証番号

住所又は
居 所

② 退職年月日      年     月     日

③
この申請書
を提出する
理由

イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就く ことがで

きないため

ロ 事業の開始等をしたため

具体的理由

④
③ のイの理
由が疾病又
は負傷の場
合

傷病の名称 診療担当者

⑤

職業に就く
ことができ
ない期間又
は事業を実
施する期間

  年   月   日から    年   月   日まで

 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則
第16条の６ 第１項  

第16条の６ の２第１項
の規定によ

り、上記のとおり申請します。

   年  月  日

  任命権者 殿

申請者氏名          

※ 処 理 欄 延長期間  年  月  日から     年  月  日まで

（ 添付書類）

 失業者の退職手当受給資格証

備考 １  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４ とする。

※   ２  印欄には、記載しないこと。  

」

」

「

「

「

「

」

」
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種 類

１ 公共職業訓練 ２  雇用保険法第63
条第１ 項第３ 号の
講習及び訓練 

３  障害者の雇用の
促進等に関する法
律第13条の適応訓
練 

４  高年齢者等の雇
用の安定等に関す
る法律第25条第１
項の計画に準拠し
た同項第３ 号に掲
げる訓練 

５  雇用保険法第６
条第５ 号に規定す
る船員の職業能力
の開発及び向上に
資する訓練又は講
習として厚生労働
大臣が定めるもの 

６  職業訓練の実施
等による特定求職
者の就職の支援に
関する法律第４ 条
第２ 項に規定する
認定職業訓練 

様
式
第
二
十
一
号
中

を

に
改
め

様式第19号（ 第16条の６ 、第16条の６の２関係）

受 給期間 延長 等通 知書

申 請 者 氏 名 受給資格証番号

申請受理年月日 年     月     日

受給期間延長等の

理 由

イ 妊娠、出産、 育児、疾病、負傷等により職業に就く こと

ができないため

ロ 事業の開始等をしたため

具体的理由

職業に就く ことがで
きない期間又は事業
を実施する 期間

  年   月   日から   年   月   日まで

延 長 等 後 の
受給期間満了年月日

年     月     日

 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則
第16条の６第５項  

第16条の６の２第４項
の規定によ

り、 上記のとおり受給期間の延長等をする。

   年  月  日

任命権者        印 

備考 用紙の大きさは、 日本産業規格Ａ ４とする。

「

「

」

」

種 類

１ 公共職業訓練 ２ 雇用保険法第
63条第１ 項第３
号の講習及び訓
練 

３  障害者の雇用
の促進等に関す
る法律第13条の
適応訓練 

４  高年齢者等の
雇用の安定等に
関する法律第25
条第１項の計画
に準拠した同項
第３ 号の訓練 

５  雇用保険法第
６ 条第５ 号に規
定する船員の職
業能力の開発及
び向上に資する
訓練又は講習と
して厚生労働大
臣が定めるもの
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る
。様

式
第
三
十
号
か
ら
様
式
第
三
十
二
号
ま
で
の
規
定
中

を

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
公
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
の
二
か
ら
第
五
条
の
三
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
四
年
七
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

２

令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
規
則
第
十
六
条
の
六
の
二
第
一
項

の
申
出
に
係
る
者
が
公
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
愛
知
県
条
例
第
二
十
七
号
）

第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
、
又
は
当
該
事
業
に
専
念
し
始
め
た
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
十

六
条
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
申
出
に
係
る
者
が
条
例
第
十
条
第
三
項

に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
当
該
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
」
と
あ
る
の
は
、「
公
立
学
校
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
愛
知
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号
）
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
公
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基

づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
用
紙
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

」

」

氏 名 性別 男・ 女

氏 名

「

「
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公
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

新

目
次第

一
章
～
第
四
章

略

第
五
章

雑
則
（
第
十
七
条

第
二
十
一
条
）

附
則

（
職
員
以
外
の
公
務
員
）

第
三
条

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外

の
公
務
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
以
下

略

（
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
）

第
五
条
の
三
の
二

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
そ
の
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
か
ら
起
算
し

て
、
三
十
日
を
経
過
す
る
日
が
、
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
条
第
一
項
を
適
用
し
た
場
合
に
お

け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
の
末
日
後
で
あ
る
も
の

二

そ
の
事
業
に
つ
い
て
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
第
十
六
条
の
十
二

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
も
の

三

そ
の
事
業
に
よ
り
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
自
立
す
る
こ
と
が
で

旧

目
次第

一
章
～
第
四
章

略

第
五
章

雑
則
（
第
十
七
条

第
二
十
条
）

附
則

（
職
員
以
外
の
公
務
員
）

第
三
条

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外

の
公
務
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
以
下

略
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き
な
い
と
任
命
権
者
が
認
め
た
も
の

（
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第
五
条
の
三
の
三

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職

員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
以
前
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

事
業
を
開
始
し
、
当
該
退
職
の
日
後
に
当
該
事
業
に
専
念
す
る
職
員

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後

に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
任
命

権
者
が
認
め
た
職
員

（
雇
用
保
険
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
相
当
す
る
場
合
）

第
五
条
の
三
の
四

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
第
二
十
条
の
二
に

規
定
す
る
場
合
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
条

例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開

始
し
た
職
員
又
は
前
条
に
規
定
す
る
職
員
が
任
命
権
者
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
場
合

と
す
る
。

（
支
給
期
間
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
五
条
の
三
の
五

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
期
間
に
つ
い
て
の
特
例

は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が
四
年
か
ら
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
支
給
期
間
の
日
数
を
除
い
た
日
数
を
超
え
る

場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
る
日
数
を
除
く
。
）
を
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
期

間
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
条
例
第
十
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）

（
条
例
第
十
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）
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第
五
条
の
三
の
六

条
例
第
十
条
第
九
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

二
以
下

略

２

略
（
受
給
期
間
延
長
の
申
出
）

第
十
六
条
の
六

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申

請
書
（
様
式
第
十
八
号
）
に
医
師
の
証
明
書
そ
の
他
の
同
項
に
規
定
す
る
理
由
に
該

当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
受
給
資
格
証
を
添
え
て

任
命
権
者
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
当
該
申
出
に
係
る
者
が
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
、
基
本
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給

を
受
け
る
資
格
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
期
間
が
四
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当
該

期
間
の
最
後
の
日
ま
で
の
間
）
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他

申
出
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
は
、
当
該
理
由
が
や
ん
だ
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
三
の
二

同
上

一

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
同
号
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
も
の

二
以
下

略

２

略
（
受
給
期
間
延
長
の
申
出
）

第
十
六
条
の
六

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
申
請

書
（
様
式
第
十
八
号
）
に
受
給
資
格
証
を
添
え
て
任
命
権
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
申
出
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
、
基
本
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
資

格
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
同
項

の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
期
間
が
四
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当
該
期
間
の
最
後

の
日
ま
で
の
間
）
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
申
出
を
し
な

か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
は
、
当
該
理
由
が
や

ん
だ
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申
請

書
に
、
同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
天
災
そ
の
他
の
申
出
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
が
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理

由
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
（
様
式
第

十
九
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
（
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を
添
え
な
い

で
さ
れ
た
第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
受

給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け

出
る
と
と
も
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
提
出
を
受
け
た
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た

上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
の
記
載
内
容
に
重
大
な
変
更
が

あ
つ
た
場
合

交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書

二

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
が
や
ん
だ
場
合

交
付
を
受
け
た
受
給

期
間
延
長
等
通
知
書
及
び
受
給
資
格
証

７

略
（
支
給
期
間
の
特
例
の
申
出
）

第
十
六
条
の
六
の
二

第
五
条
の
三
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
し
た
者
が
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
理
由
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
受
給
期
間
延
長
通
知
書
（
様

式
第
十
九
号
）
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
受
給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、

返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
る

と
と
も
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
提
出
を
受
け
た
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
返
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
期
間
延
長
申
請
書
の
記
載
内
容
に
重
大
な
変
更
が
あ
つ
た
場
合

受
給
期

間
延
長
通
知
書

二

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
が
や
ん
だ
場
合

受
給
期
間
延
長
通
知

書
及
び
受
給
資
格
証

６

略
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申
請
書
に
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日

後
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
第
五
条
の
三
の
三
に
規

定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
受
給

資
格
証
を
添
え
て
任
命
権
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
第
十

六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
当
該
申
出
に
係
る
者
が
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業

を
開
始
し
た
日
又
は
当
該
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
二
か

月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
申
出
を
し
な
か
つ
た
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項

の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
が
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退

職
の
日
後
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
第
五
条
の
三
の

三
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
受
給
期
間
延
長
等

通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
（
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を
添
え
な
い
で

さ
れ
た
第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
受
給

資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け

出
る
と
と
も
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
提
出
を
受
け
た
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
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上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
の
記
載
内
容
に
重
大
な
変
更
が

あ
つ
た
場
合

交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書

二

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
場
合

交

付
を
受
け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
及
び
受
給
資
格
証

６

第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

第
十
七
条

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

職
員
（
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
き
、
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員

に
限
る
。
）
が
引
き
続
い
て
第
三
条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
任
期

を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
と
な
つ
た
場
合

二

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
が
引

き
続
い
て
第
三
条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
た
場
合

（
転
出
に
よ
り
不
通
算
と
な
つ
た
場
合
の
措
置
）

第
十
八
条

略

（
関
係
書
類
の
提
出
等
）

第
十
九
条

略

（
経
由
機
関
）

第
二
十
条

略

（
雑
則
）

（
転
出
に
よ
り
不
通
算
と
な
つ
た
場
合
の
措
置
）

第
十
七
条

略

（
関
係
書
類
の
提
出
等
）

第
十
八
条

略

（
経
由
機
関
）

第
十
九
条

略

（
雑
則
）



15 

第
二
十
一
条

略

第
二
十
条

略






















